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偽装請負（労働への挑戦） Ｙ・Ｏ 
2004 年 3 月 31 日、私はN 産業株式会社を解雇されました。解雇理由は、「①同日にパートタイマー雇用

契約が満了する。②親会社Nの業績が悪化し、N産業に請負業務を発注する事が不可能になった。」という事
でしたが、私が労働組合に加入し、両社の不法行為を告発した事が、解雇の本当の理由です。 
株式会社N は、神戸に本社を置き、鉄道車両用ブレーキ装置・自動ドア装置・油圧機器等の製造販売を主

な業務とする、一部上場企業です。N産業株式会社は、親会社Nとの業務請負契約に基づき、派遣事業の届
出・許可の手続きを経ないまま、Nの工場に自らの雇用する労働者を派遣し、その業務に従事させています。 
現在、日本全国で、このような偽装請負の形態を取った違法派遣が横行しています。未だ解決への道程の

途上ではありますが、同様な状況下で、働く者としての正当な権利を阻害されている方々の参考になればと
願い、当争儀の経過をお伝えする次第です。

＜入社から労働組合加入に至るまで＞ 
2003年２月、神戸新聞の求人広告でN産業の募

集を見た私は、N本社の西神工場で面接を受けまし
た。担当者は N 産業のＳ氏と、N 西神工場の部長
Ｈ氏で、簡単な実技テストの後個別面談があり、10
年以上の長期のスパンで雇用を考えていると説明
されました。 
採用後、６ヶ月更新のパートタイマー労働契約を

N産業と交わし、N西神工場で働き始めました。仕
事は機械加工で、Nの正社員と同等の内容です。業
務自体は順調に進んでいましたが、N産業との雇用
関係の中で、欠勤を勝手に有給休暇扱いにされる、
時給の計算方法が変更される、就業規則に虚偽記載
がある等、一方的に不利益な扱いを受ける事が多々
あり、労働争議を起こす事を考え始めました。 
また、日々の業務の中で、休憩・残業の指示や安

全講習他、仕事の指導は全てN本社から出され、N
産業の指揮・監督者は職場に存在しませんでした。
これは実質的な労働者派遣ではないかと思い、注意
して調べてみると、N と N 産業は、改正前の派遣
法では適用外の製造業での派遣・無届での派遣事業
運営・専ら派遣等、労働者派遣法違反を幾重にも重
ねている事が判明しました。 
こうした状況を見て、争議への取り組みを真剣に

考えるようになりましたが、報復的に解雇される可
能性も否定できず、実行するにはかなりの逡巡があ
りました。職場での人間関係も良好で、非常に働き
やすい環境だったからです。また、最も懸念してい
たのは、同様の状況で雇用されている他のパートタ
イマー達にも、影響を及ぼしかねない事でした。 
やがて、争議を決意するきっかけになる事が起こ

りました。9月に契約更新をした際、N産業のＳ氏
より『N 企業倫理ハンドブック』(会社・社員の行
動規範を定めた冊子）を渡されたのですが、この時
Ｓ氏は、雪印の牛肉偽装が内部告発によって発覚し
た件に触れ、「大きな会社を妬んで、内部告発と称
して誹謗する者がいる。そういう行為はするな」と
発言しました。 
現在、N本社は、T人の子会社T**との合併を控

えており、対外的に法整備を進めている状況があり
ます。この企業倫理ハンドブックの骨子も【コンプ
ライアンス】です。法令遵守を理念として謳ってい
る企業が、臆面もなく不法行為をなしているばかり
でなく、告発者に非を負わせ、企業責任すら忌避し
ようとするその姿勢に、甚だしく憤りを感じ、争議
を起こす決意を固めました。 

 
＜労働組合への加入から解雇通告に至るまで＞ 
労働組合加入後、N産業のパートタイマー5人を

集め、争議に関して説明をしました。争議自体への
賛同を求める事は無論ながら、彼女達の雇用にも影
響が出る可能性があるので、組合に入る事を勧めた
のですが、残念ながら誰も応じませんでした。 

11 月 6 日、N 西神工場にて、N 産業との最初の
団体交渉を持ちました。偽装請負ではないかと追求
しても、N本社と業務委託契約を交わしているに過
ぎないと居直るばかりで、誠実に説明責任を果たそ
うとしません。 
その後も団体交渉を重ねましたが、組合側が法的

根拠に基づいて問題提起をしているにも関らず、会
社側は根拠のある説明を何等示さず、1月8日の団

体交渉においては、「N との業務委託契約が 3 月末
で終了するため、以後の契約更新はしないかも知れ
ない。」と通告してきました。 

会社との直接協議が進展を見ない中、2004 年 1
月14日、組合を通じて相談を寄せていたハローワ
ーク神戸港より、N産業に対して、「現行の事業運
営は違法であるため、適正な請負事業に変えるよう
努力せよ。それが不可能であり、事業を廃止せざる
を得ない場合には、N 本社にＯを直接雇用させる
よう努力せよ。」という内容の是正指導書が発され
ました。 
同時期、同僚のⅠさんが組合に加入し、管理職ユ

ニオン関西・N分会を結成するに至りました。行政
からの是正指導書に意を強くし、今後も力を合せて
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争議に取り組んでいこうとしていた矢先、遂に、N
産業のＳ氏とＴ氏から、「2004 年3 月31 日を持っ
てパートタイマー6 人全員を雇い止めにする。」と
いう通告がなされました。理由は上記ですが、一人
の女性が「組合の件ですか？」と問い詰めたところ、
Ｔ氏は「そうだ。」と頷いたそうです。 

N分会の組合員二名は、管理職ユニオン関西・神
戸部会のご助力を得て、N と N 産業が共謀して行
なっている偽装請負に関して、契約上の雇用関係に
ある N 産業との協議を図ってきました。しかしな
がら、N産業は団体交渉において不誠実な対応に終

始しました。そして最終的には、組合員のみならず、
パートタイマー全員の解雇を通告してきたのです。 

N 産業側の団体交渉参加者が、全員 N の職分を
も兼務している（殊に団体交渉担当者のＮ氏は、N
の人事課の責任者）事からも推測できるように、N
産業には実質的な人事決定権が存在せず、この度の
雇い止めは N 本社の意志によるものです。こうし
た背景をも鑑み、N本社に二度の団体交渉を申し入
れましたが、「組合員二名と直接的な雇用関係にな
い。」との理由で、二度とも拒絶されました。 

＜解雇通告後の経緯＞ 
N分会は、N及びN産業に対して、解雇通告への抗議ストライキ（2月13日より3月30日まで昼休憩後

30分の時限ストと、3月31日から問題解決に至るまでの無期限全日スト）を実施しました。 
そんな中、先の是正指導書の回答期限が 2 月 1 日であったため、会社側は急遽隠蔽工作を始めます。従来

ならば私達は、N の各所属班で始業時ミーティングに出席し、日々の業務に関する指導等を受けていました
が、同日以降、N 産業単独のミーティングへの参加を強制されました。他にも、N 産業仕様の業務指示書の
配布、N 産業の人間の工場常駐等、適正な請負事業に変えたと主張するための、安易な対策が講じられてい
ました。 

2月24日、ハローワーク神戸港の職員２名が、N西神工場に実態調査に来ました。私が隠蔽の状況を説明
しようとすると、Ｓ氏は体を執拗に押し付け、大声を出して妨害し続けました。Ⅰさんの職場では、本人に
調査官の来訪すら知らせず、N産業側の一方的な説明のみで終わらせたようです。 
さらに、N 本社の人間との接触が作為的に絶たれた事によって、業務上必要な会話、安全衛生面で受ける

べき注意等が、日々の業務の中から欠落し、就業環境が著しく悪化していったのです。 
こうした状況下において、不誠実な対応しかなされない団体交渉をこれ以上継続する意義も見出せず、私

達は、地方労働委員会にN及びN産業の不誠実団交を申し立て、併せて不当解雇訴訟を行う事を決意しまし
た。 

3月24日、大阪府地方労働委員会で第一回目の調査が行われました。この際、先方の弁護士は、N本社の
見解として、「団体交渉に応じなかったのは協議内容が不明瞭であったためであり、組合員二名に関するNの
使用者性を、争う意思もないし争った事もない。」と発言しました。朝日放送事件の判決等からやむを得ず出
した結論のようですが、Nは組合との団体交渉を持たざるを得なくなりました。 
また、ハローワーク神戸港から、N 本社に対しても、是正指導書が発されました。行政が両社の派遣法違
反を認定したという事は、今後の争議において非常に有効になってくると思います。 

 ＜現在の心境＞ 
N分会の組合員二名は、自分の仕事に誇りを持っ

て働いてきました。両名とも入社以来、事業部の全
体集会で数回の表彰を受け、N 及び N 産業両社か
ら、高い評価を受けてきました。 
しかしながら、私達自身の雇用に関する疑問を提

示した途端、会社側は自らの非を認めず、私達を解
雇する事で、安易に問題解決を図る道を選びました。 

N産業側の団体交渉参加者で、N労組（連合系）
の元執行委員であるＦ氏に、「会社の違法行為が既
に明確である以上、速やかに現状を正すべきではな
いか。しかも、組合活動をしていたあなた自身、何
故このような犯罪に加担するのか。」と抗議した際、
彼は、「会社の命令には従わざるを得ない。（ナイ
フで）刺せと言われてる訳じゃないんだから。」と
答えました。 

 

 
労働者にとって、解雇されるという事は、社会的

には死に値する事ではないでしょうか。不当な排除
行為を目の当たりにしながら、Ｆ氏のみならず、N
労組も最後まで沈黙を守り、私達は解雇の日を迎え
ました。 
会社に対して、また社内労組に対して、私達は今、

多くの疑問を抱えています。それだけになおさら私
達は、高いモチベーションでこの争議に取り組んで
います。適正な雇用を不断に追及し、勝ち取ってい
く事のみが、阻害された私達の誇りを取り戻す術だ
からです。 
神戸 部会のご協力の元、今後とも N 分会は頑張
っていきたいと思います。 
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解決報告 （退職勧奨による自宅待機から和解で職場復帰します！）   

２００４年３月 Ｔ K 
 

昨年退職勧奨を発端として４月３０日第一回団
体交渉の翌日に自宅待機以来、ほぼ１年を経て職場
復帰となりました。 
昨年３月末に退職勧奨を受け、ユニオンに相談の

結果加入しました。しかし、即日に加入通知を会社
に出す勇気はなく、神戸部会に足を運んで始めて加
入通知を提出しました。 
昨年４月の神戸部会で、最初 M 氏に状況を相談

し、即刻加入通知を出すべきだとの意見に驚きまし
た。O氏も来られて加入通知送達時期の重要性を説
明され、早速三宮駅高架下の郵便局から配達記録で
会社に送付したのが一年前の幕開きです。 
神戸部会の両氏から、再度の個人面談の場を設定

されて退職勧奨を求められれば、その理由と人選理
由を文章で提出要求すべきだと聞かされました。再
度の個人面談があったので、退職を求める理由と人
選理由の書面化を要求しました。これを受けて団交
申し入れを行い、いよいよ４月３０日に第一回団体
交渉が行われる事になりました。 
 団交前の打ち合わせの席で、自宅待機になれば給
与は４割カットになるかもしれない、などと聞き、
大変驚きました。 
 団交が始まったのに、会社は、退職勧奨と人選理
由書で示された理由を説明せず、個人的なミスを針
小棒大に説明し、あげく担当でない現場が立入り禁
止になったとかのありもしない出来事のでっち上
げをし、驚きました。更には組合から、それらの時
期すら把握していない事を追求された会社は、再度
文章で提出します、と約束せざるを得ない有様でし
た。 
 前日の団交の興奮も覚めやらぬ翌日の５月１日
メーデーの日に出勤したところ、支店長から「自宅
待機辞令」を提示されました。昨日の雑談で聞いて
いた自宅待機がまさかわが身に降りかかるとは思
いもしませんでした。団交で協議されていない事の
抗議と併せて自宅待機中の給与を聞くと、４割カッ
トというでした。団交で聞いていないので承服しか
ねるとして辞令の受け取りを拒否したところ、本社。 

 第２回第３回の団交で不誠実な説明を続ける会
と相談して給与は全額出すがこのまま会社に居れ
ば懲戒の対象になるとの説明で自宅待機が始まり
ました社は、自宅待機を解く権限のない出席者しか
来ないので、労組法７－１自宅待機の不利益扱いの
解除、７－２不誠実団交で地労委申し立てをしまし
た。 
 自宅待機当初は近所の目なども気にしながらで
したが、書証の用意、準備書面の作成、審問のＱ＆
Ａ、等々でほぼ毎日一日中パソコンに向かい、メガ
ネも数本買い替える羽目になりました。 
 神戸部会のM氏O氏には月１回の定例だけでな
く、月にもう１回勤労会館で書類作成やＱ＆Ａの場
を得、メールで再度の打ち合わせなどの時間を頂き
ました。 
 会社側反対審問で大変有利な証言を得たりして、
審問は大変有利に推移して行きました。 
先月号機関紙で紹介のとおり、北海道への配置転換
辞令に関して地労委から実行確保命令が出ました
ので、会社は北海道辞令を留保せざるをえなくなり
ました。 
このため、会社は東京への配転を内示したので、

命令を得て黒白を付ける事と和解の道を取るのと
判断が分かれるところですが、地労委関与和解で進
める事にしました。 
自宅待機の原因である退職勧奨をなくし、他の社

員と平等に取り扱うという関与和解の主題の元に、
退職の場合はともかく現職復帰では類例の少ない
「解決金の支払い」と「過去の経緯」に鑑みた団体
交渉が実施される、等の和解文書を合意致しました。 
 神戸部会のM氏・O氏、そして大阪の大濱次長・
F氏の尽力のおかげで、ほぼ１年の自宅待機の期間、
通常ならばメンタル面で崩壊していたかもしれな
いのに、最後まで一貫して応援して頂いて解決まで
こぎつけました事に深謝するとともに、今後は帰阪
時以外にも東京での応援も含めて組合員の皆様の
お役に立てるように行動したいと思います。 
 本当にありがとうございました。 
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ごあいさつ  私は福岡在住の組合員です。 
 
１このたび二年数ヶ月にわたり解雇の無効を争って
きた元勤め先の会社との和解が成立し、晴れて解決
をみることができました。私の場合、地理的な理由
から、団交後は地労委や抗議行動などの手段は取ら
ずに、裁判を中心にして闘ってきました。そこで、
この体験記も裁判についての体験を中心に書きたい
と思います。なにかとわかりづらい裁判ですが、私
の体験が少しでも組合員の皆様のお役に立てば幸い
です。 
 
2 私の事件の概要と団交まで 
  私の事件は今から二年半前に、会社から解雇通告
を受けたことから始まりました。会社は東京に本社
がある商社で、私はその会社の福岡営業所に、約十
年間勤務していました。この福岡営業所が閉鎖され
ることが解雇の理由でした。しかし、解雇されるの
は女性である私だけで、他の二人の男性社員は転勤
になるということでした。私は転勤してでも仕事を
続けたいと思いましたので、転勤と雇用の継続を申
し出たのですが拒否され、あとは多くの皆さんと同
じように、組合加入から団交へという流れをたどり
ました。私の解雇は労働者側に責任のない、いわゆ
る整理解雇というもので、会社がこの整理解雇によ
って従業員を解雇するには、判例上、厳しい要件が
課されており、社会的に相当な合理性がないかぎり
解雇は無効とされます。団交は全くの平行線でした
が、団交初体験の会社は解雇の合理性について整合
性のある主張をすることができず、私はこれならば
裁判で勝てる、という確信をもって団交を切り上げ
ました。 
 
3 仮処分を申し立て、裁判での闘いが始まる 
  裁判で勝って会社を追いつめると決心した私は、
まず、社員としての地位の保全と賃金の仮払いを求
める仮処分を福岡地裁に申請しました。（仮処分と
は、正式な裁判の決着を待っていては間に合わない
緊急性のある問題に、簡単な証拠と手続きとで短期
間にとりあえずの結論を出す制度です。）まずこの仮
処分の裁判に勝って収入を確保してから、正式な裁
判を起こして最終的に解雇無効を勝ち取るという計
画でした。弁護士との打合わせ、証拠集め、陳述書
書きなど初めての事ばかりでとまどいましたが、な
んとか順調に進み、裁判官も明らかにこちらよりで
した。結審の際には、裁判官が会社側に対してかな
り厳しい言葉を浴びせて席を立ち、会社側の担当者
が呆然とするほどでした。間違いなく勝った！弁護
士も私も勝利を疑いませんでした。しかし、結果は
敗訴。弁護士によると、長引く不景気で裁判官の中

には企業のリストラを助けようという者が多く、結
審のあとに裁判所内でなにかあったのだろう、本来
あってはならないことだけれども・・ということで
した。（あとで会社にいる元の上司がこっそり教え
てくれたのですが、会社も１００％負けを覚悟して
いたそうで、勝ったことに驚いていたそうです）。間
違いなく勝てると思っていただけに私の受けたショ
ックは大きく、数日は何も考えられませんでした。
その後、弁護士と相談の上、高裁に抗告を申し立て
ましたが、ここでも敗訴。この抗告には約一年の時
間をかけたにもかかわらず、判決は２ページ足らず
で、こちらの主張は全て無視、なんら理由らしい理
由も示さずにただ結論だけが書かれていました。こ
こで初めて、闘うべき相手は会社ではなく、裁判所
だったのだと気がつきました。 
 
4 懲りずに正式な裁判を起こす 
  負けも二度目になるともう開き直ることができ、
私は賃金仮払いの仮処分に見切りをつけ、解雇の無
効を求める本裁判を起こしました。私のような整理
解雇事件では本裁判も仮処分も争う内容自体は同じ
もので、ただ異なるのは、仮処分が双方の言い分を
書面にして証拠とともに提出するだけなのに対して
（だからウソがつき通しやすい）、本裁判はそれに加
えて本人や証人を法廷で尋問することができる（主
張の矛盾点を尋問で追及されるから、ウソがつき通
しにくい）ということです。仮処分ではもっともら
しい主張をなんとか組み立てていた会社でしたが、
尋問で私の弁護士から団交の反訳などに基づいた追
及を受けると、いたるところで答えに窮し、最後に
は裁判官からも突っ込まれ、まさにボロボロでした。
私はこの尋問の成果に満足しましたし、何よりも公
の場で会社側が追いつめられ、あわてる姿に溜飲が
下がる思いがしました。 
  
5 裁判官からの和解提案にのって和解、解決する 
  その後、すべての手続きがほぼ終了し、あとは結
審するだけという段階になって、裁判官から和解の
打診がありました（処理件数で評価される裁判官は、
判決を書くより手っ取り早い和解を好むそうです）。
私は、裁判の山場だった尋問で会社の杜撰さを明ら
かにすることができていましたので、勝てるのでは
ないかと思っていましたが、いくら有利に展開して
いてもなにが出てくるかわからないのが裁判所だと
いうことは、仮処分の時に嫌というほど思い知らさ
れていました。それに、地裁で勝っても、高裁は地
裁よりもさらに「偏っている」と感じていましたし、
仮処分で二度負けているというマイナスもあるため、
控訴されたときに高裁で勝てるかどうかは五分五分

  7/19 





管理職ユニオン・関西 ホームページ http://www.mu-kansai.or.jp/ 

ようこそ地労委へ 
M  

 不当な裁量労働制と平成15年10月の一方的な大
幅減給（40％カット！ その１年余り前にも15％カ
ットされているのに）の撤回を求め、組合加入通知
書と団交申入書を社長に手渡したのが、15年11月
24日の大安吉日。期日になっても回答がなかったた
め、２通目の申入書を渡そうとしたところ社長は一
言「社内のことは社内で解決する！」と団交拒否。
私はこれを聞いた瞬間、耳から血が出そうになりま
した。 
 仏の顔も三度まで。３通目の申入書は800円の大
金を投じ、配達証明で郵送。結果は予想通り「無視」。
団交がお気に召さないようなので、グレードアップ
し、知る人ぞ知る（知らん人は知らん）天下の地労
委へご招待することにいたしました。平成 16 年、
波乱の幕開けです。 
 それにしても、団交デビューする前に地労委デビ
ューしてしまうとは思わなかった。 
 救済申し立て後、第１回調査で「団交やってみた
ら？」と公益委員に諭されて、団交はあっさり実現。
その後団交に臨むこと計３回。２回目の団交で社長
は裁量労働制の違法性を認め、敢えなく撃沈。まず
１勝。減給については「３ヶ月も前に予告してあ
る！」と息巻いていたのが社長自身の勘違いであっ
たため、引くに引けなくなって「１月分までは元に
戻す」と渋々承諾。ハイ、２勝。残るは２月分以降
の減給の回復のみ。 
 「証人尋問の申請やるか？」と大浜さんから言わ
れたのは第３回調査の数日前。「団交拒否で救済申
立てして、３回団交やってるのに審問するんや」と
ケタケタ笑う大浜さんを尻目に、私の頭の中は瞬時
にして審問の「Ｑ＆Ａ」作りで破裂寸前。ええい、
ままよ。やってやろうじゃないの！ まさか殺され
ることはあるまい。 
 証人尋問の申請が却下されるか否か、運命の第３
回調査は３月 11 日。ところがいざフタを開けてみ
ると、公益委員さんが開口一番、 
 「残っている争点は２月分以降の給与額だけなの
で、この場で折り合いを付ける努力をしてみません
か？」 
 ヘ？ 証人申請はどこへいったの？ 
 そして２時間後、誰もが予想しなかった突然の
「和解」。減給幅５％で決着。大ドンデン返し、青
天のヘキレキ、恐るべし地労委！ 一時間近くに渡
り、社長を説得して下さった使用者側参与委員さん
に感謝。 
 最後には社長と握手までさせられ、その毒気にあ
たったのか、和解当日の夜、私は 38 度の熱を出し
てしまい、今度は私が敢えなく撃沈。 

 入組４ヶ月。地労委闘争３ヶ月。なんの知識もな
い超ビギナーの私にとって、最大の敵は社長ではな
く、法理そのもの。 
 入組当時「まず理論武装しろ」と言われたときに

は、「減給されて今の
、、

生活に困っているのに、これ
から勉強なんてそんな悠長なことやってられる
か！」と心密かに悪態をついたものの、気がついた
らやってましたね。 様々なホームページを渡り歩
き、およそ日本語を読んでいるとは思えない奇々
怪々な判例文と格闘し、読み始めると途端に眠気に
襲われる参考書は格好の枕代わり。 
 ツネにつままれたような「和解」が成立してホッ

としたのもつかの間、第２ラウンドのゴングは翌日
、、

に鳴った。「勤務時間の変更」（Give me a break!） 
 内容は「変形労働時間制」と基本的な「時間労働
制」の二者択一。どっちでもいいから好きな方を選
べときた。なんだか裏がありそうなので「私は就業
規則どおりにフレックスタイム制で勤務する」と言
ったら社長は、 「あなたの持っている就業規則は

ただの改正案
、、、

だ。労基署に届けた正式な就業規則は
別にある」とのたまうではないの。 
 「じゃあ、それを見せて下さいよ」 「ここ（会
社）にはない . . . 。家にある」 
 ハァ？ 就業規則は常時社内に置いて、自由に閲
覧できるようにしとかなくちゃいけないんだゾー。
それとも社長の自宅に行って「ちわー、就業規則見
に来ましたァ」とでも言えと言うのか。 
 そして先日、電話で話す社長のセリフに私のアン
テナはビビビッと反応した。（盗み聞きではありま
せん。私の席は社長の隣、念のため） 
 「急に減らすのはアカンということなの
で . . . . . 給料の件はまた色々考えてみま
す . . . . 」 
 ハハン、急に減らして失敗したから、今度は徐々
に減らしていこうって魂胆なのね。性懲りもなく、
よくやるよ。まったく。 
 電話の相手を「先生」と呼んでいたから、兼ねて
から疑っていた「黒幕」の存在はこれでハッキリし
た。悪徳社労士かなんだか知らないけど、いずれに
しても「組合」VERSUS「社長＆黒幕」の知恵比
べはまだまだ続く . . . 。       （続く） 
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  解決、そして独立開業の道へ！    H・T 
ちょうど懲戒解雇を通達されてから 1 年と 10 日間

のちに、会社との労使闘争を終えて金銭和解となりま
した。演歌とカラオケの専門月刊誌を発行するM社に
編集企画・営業職として5年間働いてきましたが、平
成15年2月13日に社長から「クビになりたくなけれ
ば、退職届けを書いてきなさい」と言われて退職強要
を受け、その翌日には懲戒解雇を通告されました。私
は社長に対して「5月に妻が出産を控えていますので、
それなりの処分は受けますので、何とか考え直しても
らえませんか・・・」と懇願しましたが、まったく取
り合ってもらえませんでした。それで仕方なく、「現在、
個人加盟の組合に加入して相談に行っています。私は
この懲戒解雇を拒否します。会社側が、懲戒解雇につ
いて、合理的かつ整合性のある理由があるなら、書面
にしてもらえますか？」と反論すると、「理由？ 君の
しでかしたことの重大さがわかってないな！ 組合？ 
それなら組合を通して話し合おうやないか」。一方的に
社長からまくしたてられましたが、この間、解雇理由
についての説明は一切ありませんでした。後で手渡さ
れた解雇通告書には、「遅刻、欠勤が多い」「広告料の
大幅な入金遅れ」「たった一回の無断直帰」「仮払金の
大幅な清算遅れ」といった理由が書かれていましたが、
これらはすべて事実誤認と言いがかりばかりでした。 

M社は東京支社4名、大阪本社6名が在籍している
社員 10 名ほどの小さな会社です。私の仕事は、主に
雑誌誌面の広告獲得と取材・記事の作成でした。私の
営業成績はトップでした。演歌歌手のコンサートやカ
ラオケ大会の多くは土・日曜、祝日に開催されるので、
どうしても休日出勤が重なり、過重労働による糖尿病
の発症から来る体調不良を社長に訴えていましたが、
逆に「世の中、もっと過酷な状況で仕事に励んで、良
い成績を残している」と営業成績の上昇のみを求めら
れ、私の健康状態など全く無視、挙句には説教される
始末でした。確かに、過労による体調不良で当日申請
による代休消化はありましたが、手元にある過去のタ
イムカードのコピーを調べたところ、2 年の間に欠勤
はなく、遅刻が2回だけでした。勤務していた5年の
間に有給休暇を一度も取ったことがありません。 
 2月15日に懲戒解雇通告を拒否したうえで、組合

加入と団交申し込みをしましたが、会社の No.2 であ
る経理部長から、「次号の広告と記事掲載分がわから
ないので、とても困っている。君が引継ぎ業務と残務
整理を引き受けてくれたら、円満退社として退職に伴
う金銭をきっちりと支払う」とお願いされ、私はその
提案を受けました。その話を組合に伝えて、相談窓口
になっていただいた K 氏へ団交の中止をお願いした
ところ、「それは『切り崩し』というやつですから、信
用しない方がいいですよ。こういった約束は、一度、
組合を通じて団交して、書面を交わしてから実行する

べきです」。率直に忠告されたのですが、会社に愛着が
あり、同僚に迷惑をかけたくないとの思い、さらには
争いを避けて、新天地でやり直した方が精神衛生上良
いのでは・・・と判断したからです。でもやはり、妻
の出産前に収入の道が断たれ、先の見えない金銭面で
の不安を抱えたくなかったことが大きかったと思いま
す。 
引継ぎ業務と残務整理の話で、私が「約束の書面を

交わしてほしい」と申し出たところ、社長は「俺を誰
やと思ってるんや！ そんな金ぐらい、口約束でもち
ゃんと払ったるわ」と啖呵を切りました。約2ヵ月間、
会社の要望で業務に従事しましたが、終わりごろにな
って、経理部長から、金銭支払いの合意書にサインを
求められましたが、そこには広告料の売り掛けを残し
たこと、会社に対してのイメージを傷つけたことへの
損害金名目があり、受け取り金額が半分以下になって
いました。私が「どういうことですか？ 約束と違う
じゃないですか？」と問いただすと、「この条件を呑ん
でくれなかったら、社長の気持ちが収まらないので、
お金は出ないよ」と言われました。私は「だまされた！ 
だまし討ちにあった」と強く思いました。それで再度、
組合に駆け込んで助けを求めました。 

 1回目、2回目、3回目の団交では、会社側はで
っち上げの横領や勤務時の悪い噂話を持ち出してきて
は本題から話しをそらしてはぐらかし、未払い賃金と
懲戒解雇撤回については全く進展しませんでした。そ
の間にも労基署に足を運んでお願いに行き、粘り強い
指導を行っていただきました。労基署内において、監
督官の計らいにより、異例ともいえる三者（会社、私、
監督官が同席）ミーティングが行われた際には、会社
側が「彼の未払い賃金を計算しようにも、根拠になる
タイムカードが会社にないので、できません」ととぼ
けたことを言い出したので、監督官がすかさず「ここ
にHさんから提出されている、タイムカードのコピー
がありますので、これを元に計算をしてください」と
言われたときには、社長と経理部長の二人は目ん玉を
ひんむいて驚き、小刻みに震えだして汗ばんだ光景は
一生忘れられません。あげくには自分達の不法行為を
棚に上げて、「こんな悪い労働者をかばう法律はあっ
ても、我々みたいな真っ当な中小企業経営者を守る法
律はないのか？ 法律どおりに彼に大金を払ったら、
会社がつぶれて、社員を路頭に迷わせることになって
しまう」と言い出す始末。それでも監督官はクールに
「Hさんは横領や労使問題以外のことは、出るところ
に出てもらったら、堂々と受けて立つといってるじゃ
ないですか。だから会社側も未払い賃金について法律
にのっとって誠実に対応してください」と言い放ちま
した。これには、会社側が狼狽する姿に、本当に胸が
スッとしました。 
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しかし会社側は最後の団交の席で、「タイムカード

のコピーは改ざんされているので、計算に値しない」
と主張。私は、タイムカードの書き込みについては、
「慣例に基づいた業務内容や時間の記入です」と説明
しましたが、一方的に「改ざんだ！ 改ざんだ！ 正
直に改ざんを認めろ！」とまくしたてて話を打ち切り
ました。さらには私に対して「君がタイムカードを盗
んだんちゃうか！」と言ってきました。残業の未払い
賃金を多く受け取るために、社内から私がタイムカー
ドを盗み出して時間延長の改ざんをしたというのです。
これには、腹わたが煮えくり返るような暴力衝動に駆
られました。それでも家族の顔を思い出し、グッと気
持ちを押さえ込んで我慢しました。帰り道で、大浜さ
んから「君がケンカ早いこと知ってて、手を出さして、
すべてオジャンにしたろうと考えとるんや。そんな相
手の挑発に乗るなや！ 未払い賃金のお金をもらうこ
とが先決やろ！」と言われて、冷静になれました。 

5 回にも渡る団交では満足のいく成果は得られず、
地労委への提訴に踏み切りました。地労委に出てきた
社長や経理部長はおどおどとしていました。当初、組
合や私に対して高圧的に虚勢を張っていた様子は感じ
られず、答弁書についても、私の悪口を書き並べて、
公益委員からは初日に「答弁書になっていない。ここ
は、どういう場かわかっていますか？ わからなけれ
ば、弁護士を雇ったらどうですか」と指導されていま
した。 
未払い賃金が大きな争点になっていましたので、私

は外回りの営業でしたので直帰が多く、タイムカード
の手書きの退社による残業の立証が困難でした。その
当時の雑誌の記事や広告をバックナンバーからかき集
め、それらを証拠として地労委から会社側へ手渡すこ
とになっていましたが、2 ヵ月間も遅れ、話し合いを
停滞させてしまいました。結局、地労委でも4回に渡
る調査で話がまとまらず、審問に入ることになりまし
たが、当日になって委員会からの「審問に入れば、お
互いに感情が激化して、まとまる話もまとまらなくな
ることが多い。最後にもう一度、最終和解案の話をし
てみませんか」と提案を受け入れました。大浜さんと
二人で会社側の弁護士と会い、感触を確かめにいきま
したが、金銭的には隔たりがありました。弁護士から
は「これ以上、金銭的な要求が膨らんできたら、会社
は横領で訴えると言ってるよ。経歴に傷がついたら、
再就職に響くよ」と言われましたが、「どうぞ、訴えて
もらって結構ですよ。私の潔白が証明されたときには、
逆に損害賠償請求を起こしますから」ときっぱりと言
い返しました。 

3 月 23 日、地労委での最終和解を話し合う当日、
「解決金が●●●円出たら、今日で和解したいと思っ
ています」と、労側委員に納得の行く妥協点を伝えま
した。地労委の席で会社の規模から限界の金額がある
程度読めていましたので、前日に大浜さんと相談して、

そう決めていました。これ以上の請求では裁判に発展
して泥沼化し、1 年間ほどのさらなる長期化をまぬが
れないうえ、例え**万円ほど取れたとしても、それな
りの労力と弁護士費用が掛かることを考慮して決断し
ました。また、この頃から書記長の仲村さんの紹介に
よって、新しいビジネスを始めていましたので、気持
ちを切り替える意味を込めて決心しました。大浜さん
からは「無職でやることがなかったら、続けてもええ
けど、今、新しい仕事もやり始めてるんやから、お金
も要るやろう・・・1 年経ったし、新しいことに目を
向けてスタートを切ったらどないや？ そっちの方が
ええんとちゅうか？」とアドバイスを受けたことも大
きく影響していました。 
 労側委員の働きかけにより、会社側が妥協したこち
らの要求金額を呑んだので思ったよりあっけなく私の
労使闘争は終わりました。先輩方の白熱した最終場面
の駆け引きを見てきましたので、協定書の調印式では
少し拍子抜けでした。もう、地労委へ提出する書類作
りをしなくてもええんや・・・という安堵感と、肩の
力が抜けて何も考えられなかったというのが正直なと
ころでした。 
この1年間、何の戦いやったのだろうか？というこ

とを振り返ると、会社のために一生懸命、身を粉にし
て働いてきたのに、妻の出産が3ヵ月後に控えている
ことがわかっていながら、話し合いもなく一方的に解
雇された悔しさと憤りだったと思います。「会社が業
績不振のときに支えてきたのに、安定していた途端、
使い捨てされてたまるか！！」という強い意志です。
確かに、私は素行優良な社員でもありませんし、経営
者に対しても遠慮せずにズバズバと意見を言ってきま
した。それは会社を良くしようと思う強い気持ちから
来る言動です。社員を代表して発言して、同僚からは、
よくぞ言ってくれた！といわれたこともありました。
しかしそんな私は、社長にとって「目の上のタンコブ」
だったようです。解雇される2ヵ月前から体調をこわ
して、2割ほど成績が落ちてきましたが、「成績を上げ
続けている間は、気に食わなくても泳がしておこう」
ということでしょうか。対前年度比で、個人のみで営
業成績を上げ続けることはできません。会社は私の窮
状に対策を取ってくれませんでした。本当に苦しかっ
た。 
対、組合としての労使闘争でなければ、きっと勝利

できなかったでしょう。いくら労使対等といっても、
どんな状況においても、会社というところは経営側が
上で、労働者は下、主従関係であると思い込んでいま
す。役所や社会運動団体といった、法的根拠にのっと
った外圧に迫られて、初めて自分達の非常識さを身に
しみるのです。何の理由もなく、いや、デッチ上げの
理由で大きな組織が個人を攻撃することは完全な悪で
す。その代償は大きいぞ！ということをわからせる組
織が「管理職ユニオン関西」なのです。現在、私は執
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行委員を務めていますが、ユニオンへ相談に来る方々
は、決まって「会社と戦って、勝てるんですか？」と
質問してきます。私はそのときにはこう答えています。
「あなたが諦めなければ、必ず勝てます」。ユニオンは、
会社に対して勝利する戦術や経験則の宝庫です。弁護
士も教えてくれない、実践に基づいた戦い方を学べる
場所です。 
私は今回の労使闘争を通じ、さらにはユニオンでの

辛い（？）人生経験を生かして「自分の力で仕事を切
り開いて、家族を養い、生きていく」決心をして奮闘
中です。もう経営者や上司の気持ちひとつで、自分の
人生を振り回されたくありません。同じしんどい思い
をするなら、気持ちがすっきりとしたところで、自分

のキャリアの糧になるように行動したいと思います。
仕事に対して理不尽な思いをすることは、もう我慢で
きません。 
ユニオンの組合員には、優秀でありながら人間関係

に恵まれなくて、実力が発揮できなかったいろんな職
種のスペシャリストの先輩方がたくさんおられます。
仲村書記長から、労働者による労働者のための会社組
織の運営「ワーカーズコレクティブ」構想の話に共鳴
して、それに向かってSさんと日々、邁進しています。
組合員である優秀な先輩方から助言や力を貸していた
だいて、二人でがんばっています。また、今後とも応
援よろしくお願いいたします。 

 

解決報告               S-T 
機関紙８０号に解決報告をしましたS-Tです。前社との労使問題が解決し、同業界のA社にヘッドハンティング

されましたが、２ヶ月半にて解雇されました。しかし解決いたしましたので、再度報告をさせていただきます。 
① 入社のいきさつ 
前社との労使問題の間、自宅待機になり、引継ぎも出来なかったのでA社に非公式にあいさつに行ったのが入社の
きっかけになりました。副社長、常務が「ぜひうちにこないか？」と入社のオファーがあり。私も同じ仕事が出来
ると思い前向きに検討いたしました。 
② 入社から解雇まで 
平成１５年１１月１日にA社に入社しました。約１０日の研修期間を終え１１月１２日より営業所の新しい課に配
属されました。しかし結果的には２ヶ月半後の平成１６年１月１６日に解雇されました。 
③ 解決へのとりくみ 
その日の内にユニオン仲村書記長に相談し、ユニオン加入通知と団交申し込みをA 社にFAX しましたところ数日
後、I 弁護士を通じて返事がありました。この後３回にわたって団体交渉を行いましたので、争点を表記いたしま
す。 
A：２ヶ月半の段階では試用期間後の通常の解雇になるのではないか？ 
B：S-Tの労働行為は解雇として正当な理由があるのか？ 
C：S-Tの言動が会社の主張するような問題行為であったのか？ 
D：会社はS-Tの顧客リストの確保が本来の理由ではなかったのか？ 
団体交渉の結果、ユニオン側はA社の矛盾を突き、私の主張を認めました。結果は以下の通りです。 
A：入社後１４日を経ているので、解約ではなく解雇。 
B：会社は解雇理由を全て撤回し謝罪。 
C：会社は問題行為があったかどうかの確認を怠った事を認め、事実を確認し謝罪。 
D：会社を追求しきれず断念（証拠無し） 
④ 解決へ向けて 
団交を重ねる間、A社の真の姿を見てしまい、戻る気も失せなお且つ、新しくやりたい事も見つかりましたので、
金銭和解及び会社都合による円満な退社を選択しました。 
⑤ ポイント 
今回の件を経験して私は以下のような事をポイントとして上げます。 
A：ヘッドハンティングはバックグラウンドのみが目的である可能性がある。（自己主張は禁物） 
B：会社は解雇理由を捏造してでも平気で作る。（女子社員を利用してまでも捏造する可能性有り） 
C：労働組合のない会社は労働組合法を全く知らない。 
今回もユニオンには大変お世話になりした。書記長、書記次長、組合員の皆さんには深く感謝いたします。事実を
曲げ、捏造してきた会社に未練はありません。今後は環境に配慮した新しい仕事に就き、ユニオンへの関わりも深
めて行きたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。今後もよろしくお願いします。 
平成１６年３月３１日                                     以上 
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 ｢ 京都滋賀地区組合事務所 ｣ 便り                         東洞院  京七 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
    京都滋賀地区組合事務所が開設して一カ月半。当初は、春の陽気だけが満ちていた組合事務所であった
が、今や多忙を極め熱気にあふれている。何よりの証拠には、組合事務所の白板にはスケジュールがびっし
り書かれている。本田委員長は団体交渉の交渉員として、さらに地方労働委員会へと東へ西の大阪や滋賀を
飛びまわっている。副委員長、H執行委員も同じである。猫の手も借りたいとはこの事である。京都での組合
加入者も徐々にではあるが増えつつある。京都滋賀地区組合員のサポートをお願いしたい。ぜひ都合をつけ
て応援をいただきたい。組合事務所を守る人がいないのだ。組合事務所に行っても何も出来ないではなく、
組合事務所に行ったら何かをサポートできる！  管理職ユニオン関西の良さなのだ。 
  ２月14日、新組合事務所で第１回京都滋賀地区組合員交流会が開かれた。出席人数２０名ほどであったが、
小さい組合事務所が組合員であふれた。解決して新しい道を踏み出した古参の組合員、労働条件低下阻止の
ため闘っている組合員、これからどうなるか不安な新入組合員である。共に闘ってきた懐かしい顔もあれば、
初めての顔もあった。また、管理職ユニオンにしては珍しく豪華料理？  が用意された。料理が良ければ話
が弾む。解決した組合員が自らの体験談を基に闘争方法を伝授する、これも管理職ユニオンの特徴だ。自立、
連帯、協働が生きている。明るく、楽しく、元気を広げよう！  京都滋賀地区組合員交流会では実践してい
る。 
  組合活動は続く。19 日、京都記者クラブへ管理職ユニオンの京都滋賀地区組合事務所のＰＲを行った。新
聞各社に協力依頼は管理職ユニオンの得意とする分野だ。京都の組合事務所設立の際も、新聞関西版で取り
上げられたのは記憶に新しい。新聞のみならず雑誌への協力依頼も行った。副委員長が労働相談を行ってい
る写真入りの記事である。その時は相談者はいなかったが、大浜書記次長の奥さんがピンチヒッターで協力
してくれた。奥さんには管理職ユニオンの活動に多大な協力をいただき頼もしい限りである。 
  21 日ＪＲ草津駅前にてビラまきを行った。京都滋賀地区組合事務所のＰＲである。こらえてばかりで委員
会のメンバーと京都滋賀の組合員、10 名が参加して行った。１時間ほどで 600 枚のビラを手渡して終えた。
初めは受け取ってくれるかと不安に思いながらも、１枚２枚と手渡しするうちにすぐ自信がつくから不思議
なものだ。２６日～２８日まで「労働相談全国ホットライン」が開催され、京都組合事務所は３名体制で大
阪と同様に電話相談を受けた。労働相談全国ホットラインについては、今月号に特集掲載されるので読んで
ほしい。なお京都の組合事務所で受けた労働相談のうち、すでに１件解決したことを付け加えておく。 
  管理職ユニオン京都組合事務所のホームページの作成は計画から実行に移っている。組合員のボランティ
アである。ホームページは最初に開いた時の第一印象がポイントだ。京の街の特徴を反映したビジュアル感
覚満載のホームページになるはずである。それには京の街を写した写真が必要である。組合員のお薦めの一
枚があったら提供をお願いしたい。もちろん本人が撮ったものに限るが…。ホームページの一般公開は未定。
京の街が桜色に  染まる満開のころに合わせて完成予定だ。 
  最後は蛇足になるが、京都と大阪の組合事務所の違いを書いておく。京都の組合事務所は開設した折りに、
お祝いに酒類を頂いた。もちろん当方で事務所開きで用意したもの、組合員からの差し入れもある。冷蔵庫
には缶ビールが満タンであり、さらにベランダに置いて冷やしてもいる。一方、大阪の組合事務所の冷蔵庫
は空気を冷やしていることが多い。これが京都と大阪の違いだ。ビールをはじめ発泡酒、日本酒、ショーチ
ューまである。 
組合事務所に一升瓶１０本ほど飾りのように置いてある。こんな豪快な組合事務所も珍しい。バー『ユニオ
ン』を開店しようかと思っている。それにしてもショーチューは嗜好性の強い酒だ。どうもボスこと、本田
委員長のためにあるようだ。委員長は無類のショーチュー好きだ。京都、大阪、滋賀を飛び回るガソリンと
なっている。しかし本田委員長の言い分はこうだ。ボランティアで応援してくれる方の為に、心から「有り
難う」の気持ちで自由に楽しんで欲しい、ささやかな御礼とのこと。酒がダメな人にはコーヒー、紅茶、日
本茶を用意して待っています。いずれにせよ京都の組合事務所で学習会や交流会を開いて、酒は一掃しよう
と思っている。    以上 
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